
第４４回技術情報検討会の結果概要について 

令和３年２月２４日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 本年１月２７日に開催された第４４回技術情報検討会の結果概要について報

告する（別紙１及び参考参照）。 

  

 

 

別紙１ 第４４回技術情報検討会 結果概要 

参考  第４４回技術情報検討会資料 

 

資料３ 
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第４４回技術情報検討会 結果概要 

 

１．開催日： 

 令和３年１月２７日（水） 

 

２．出席者： 

山中委員、石渡委員、田中委員、櫻田技監、山形対策監、大村審議官、金子

審議官、市村部長、技術基盤 G：遠山技術基盤課長・各安全技術管理官、原

子力規制部：各課長・安全規制管理官ほか、JAEA：西山室長・中塚 Gr リー

ダー 

 

３．主な内容 

（１）安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見（期間：R2.9.19

－R2.12.11） 

以下の 3件について報告及び議論を行った。 

 

①土木学会論文集掲載の論文「海底地すべりによる津波の将来想定手法の提案」

について 

（説明の概要） 

 設置許可基準規則1第５条（津波による損傷の防止）は「設計基準対象施

設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれる

おそれがないものでなければならない。」とし、その解釈別記３第５条第

２項において、津波を発生させる要因として海底地すべりを考慮するこ

とを求めている。 

 審査においては、基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（以下

「津波審査ガイド」という。）に基づき、事業者が海底地すべりによる津

波評価を実施していることを確認しており、海底地すべりによる津波評

価には、過去の海底地すべりの痕跡を復元する方法が用いられている。 

 令和 2 年 11 月公表の土木学会論文集 B2(海岸工学)（以下「本論文」と

いう。）において、海底地すべりによる津波評価に関し、過去の海底地す

べりの痕跡を復元する方法（以下「従来手法」という。）と異なる方法と

して、過去の海底地すべりサイト以外の不安定斜面で発生する地すべり

について、海底地すべりパラメータの経験モデルを用いて、海底地すべ

りによる津波の発電所への影響が大きなエリアを特定し、3 次元地盤安

定解析と 2 層流モデルによる津波評価を行う手法 （以下「提案手法」
                                                   
1 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

別紙１ 
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という。）が提案され、柏崎刈羽原子力発電所における海底地すべりによ

る津波評価を２つの方法で行った場合の比較が報告された。解析の結果、

柏崎刈羽原子力発電所における津波水位は、提案手法で約 5m、従来手法

で約 4.5m となり、従来手法による評価をやや上回る結果となった。 

（議論） 

 提案手法と従来手法では、解析で得られた津波の位相が逆になっている

理由について質問があった。報告者より、地すべりを想定する斜面の向き

の違いによるものであると回答した。 

 「３．規制対応案」には「事業者の自主的な取り組みである安全性向上評

価の中で取り扱うのが適当であると考える」とあるが、影響のあるサイト

もあると思われるがどのように考えているかという質問があった。報告

者より、現時点では決定論的な評価は難しく、安全性向上評価の中で取り

扱うのが適当ではないかと判断したと回答した。 

 また、事業者が自主的取組として取り入れるかは事業者自身が考えるこ

とであり、規制側から安全性向上評価に取り入れるものだと示唆するの

は行き過ぎではないか、ここでいう事業者とは、本論文の筆者の属する東

京電力ホールディングス株式会社を指すのか全事業者のことを指すのか

との質問があった。報告者より、規制として取り込むのであれば、安全性

向上評価で取り扱うのが適当ではないかと考えている、事業者とは全事

業者を指すつもりで記載したが、安全性向上評価として実施することを

強制する意図はないと回答した。 

 今まで地すべりの痕跡がないような海域でも、急傾斜の斜面が広く分布

するような海底が存在するサイトについては、本研究のような手法も必

要になるかもしれない。今後、研究例が増えていくようであれば、それを

規制に取り入れるということも必要になってくると思うとのコメントが

あった。 

 事業者は、新たな知見、特に自然ハザード関係の知見にきちんと対応して

いるのかということは、原子力規制検査の中で、折に触れてみていく材料

の１つになるのではないかとのコメントがあった。これに関し、検査部門

から、事業者が新知見として検討し、自主的な取組として対応するか否か

について、理にかなった検討がなされていればよく、そのプロセスを適切

に回しているかについて確認することになるとのコメントがあった。 

 技術情報検討会は、新知見に対して規制対応が必要なのかについて議論

する場であり、安全性向上評価はどうあるべきかを議論する場ではない

ことを確認した。 

（対応） 

 本論文は、海底地すべりによる津波波源の設定に際し、既往地すべり以外
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の地すべりを用いて波源を設定する手法の提案及び適用例を示すもので

ある。設置許可基準規則の解釈において、津波を発生させる要因として海

底での地すべりを考慮するよう既に求め、津波審査ガイドに基づいて確

認していることから、本論文により設置許可基準規則の解釈及び津波審

査ガイドを変更する必要はない。 

 本論文の提案手法については、最新の知見に関する事業者の自主的な取

組に委ねるのが適当であると考える。 

 

②サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関する事業者

からの意見聴取結果について 

（説明の概要） 

 第４２回技術情報検討会2において、サンプスクリーンを通過したデブリ

が炉心に与える影響に関する知見（以下「本知見」という。）について報

告し、本知見の「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過

装置の性能評価等について（内規）」への反映について、国内外の情報収

集を継続し、検討することとなった。 

 その後、第３５回原子力規制委員会3において、本知見に加え、海外で発

生した非常用炉心冷却設備等に係るろ過装置の閉塞現象とその後明らか

になった課題に関し国内外で行われた一連の対応についてもとりまとめ

て報告し、事業者からの意見聴取の結果を踏まえ、今後の対応を検討する

ことが了承された。 

 これを受け、令和２年１２月７日に事業者意見を聴取する会合を開催し、

事業者から対応状況等を聴取したので、その結果を報告した。 

 同会合では、以下の内容が報告された。 

○ PWR 事業者4の検討状況 

 米国と同様の炉心長期冷却のシナリオを想定し、検討を行っており、

原子炉圧力容器内熱流動解析を実施し、炉心入口流路の大半が閉塞

（99.5%相当）しても炉心長期冷却が可能であることを確認した。 

 実機を模擬したデブリ投入試験による検証を実施しており、燃料集

合体２体を用いた流動試験により、炉心冷却について成立の見込み

を得た。 

 今後、基礎試験の拡充や、バッフルバレルを模擬した流動試験等を

行い、炉心長期冷却のシナリオ成立を確認し、検討結果は、2022 年

度を目処にとりまとめる予定である。 

                                                   
2 令和２年８月１９日 
3 令和２年１０月２８日 
4 関西電力株式会社、北海道電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子

力発電株式会社、三菱重工業株式会社 
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○ BWR 事業者5の検討状況 

 全プラントで再稼働までに繊維質保温材を撤去する。 

 引き続き格納容器内清掃等により異物発生防止に努める。 

○ 進捗状況の報告 

 事業者が主体となって、検討状況を公開会合等において説明する。 

 BWR 事業者については、再稼働までに繊維質保温材を撤去するこ

とから、プラント毎に工事計画認可申請において対応状況を説明

する。 

（議論） 

 実機を摸擬したデブリの投入試験では、PWR プラント全般を対象として

評価したのかとの質問があった。報告者より、本会合ではその旨確認し

ていないので、今後の会合等で確認すると回答した。 

 本知見は、設計管理に関する原子力規制検査の中で確認する可能性があ

り、検査部門内で共有し、検査対象を選ぶ際の参考にしたいとのコメン

トがあった。 

 今後、定期的に事業者が報告するという説明はあったのかとの質問があ

った。報告者より、そのような説明はなかったが、定期的に話を聞くこ

とを考えていると回答した。 

 本知見に関して原子力規制庁側出席者が気にしているのは、繊維質保温

材の影響だけなのか、化学物資等それ以外の要素の影響も含むのか、と

の質問があった。報告者より、これまでの知見を踏まえると繊維質の異

物がなければ問題ないと考えているが、BWR 事業者から繊維質保温材の

取替え等の対応により安全上問題がなくなるとの結論が明確に示されて

いないため、その結論に至る考え方と妥当性について今後確認していく

と回答した。 

（対応） 

 PWR 事業者の対応状況については、2022 年を目処に検討結果をとりまと

めるとしていることから、検討状況に合わせて公開で説明を受ける。 

 BWR 事業者が実施する繊維質保温材から金属保温材等への変更について

は、引き続き、新規制基準適合性に係る設計及び工事の計画の審査におい

て確認していく。 

 また、BWR 事業者から、今回の対応により本件に係る安全上の問題がなく

なること、及びその妥当性について公開で説明を受ける。 

 

③電磁両立性（EMC）に係る規制動向の調査について 

                                                   
5 東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式

会社、中国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社 
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（説明の概要） 

 原子力規制委員会の重要課題として、発電用原子炉施設におけるデジタ

ル安全保護系の共通要因故障対策が挙げられており、ソフトウェア起因

の共通要因故障対策として満足すべき水準が示され、その対応について

検討が進められている。 

 一方、ハードウェア共通要因故障の要因としては、この他にも計測制御設

備などで使用される機器間の電磁波による相互干渉が考えられることか

ら、第３９回技術情報検討会において、EMC を考慮した設計として達成す

べき具体的な水準等について調査（以下「本調査」という。）を開始する

こととしており、これまでに調査した範囲についてその状況を報告した。 

 これまでに調査した状況の概要は以下のとおり。 

○ 海外における規制文書・規格基準類として、米国および IAEA が発行す

る文書等について調査を実施した。EMC 対策として達成すべき具体的

な水準に関連する基本的な文書（以下「基本文書」という）としては、

以下のものがある。 

 IEC620036: 原子力施設で適用すべき IEC61000 シリーズの文書を規

定 

 R.G1.1807及び EPRI TR 10232338: 原子力施設で適用すべき MIL 規

格9、及びこの代替として適用できる IEC61000 シリーズの文書を規

定 

○ 海外規制文書・規格基準類の EMC に係る試験条件、試験手法等の要求

事項については、IEC61000 あるいは MIL 規格10のうち必要なものが選

択的に適用されている。 

○ 海外プラントの対応状況に関する事例調査では、米国において異なる

デジタルプラットフォームを適用した 5 事例を選定し、許認可におけ

る EMC への対応状況を調査した結果、R.G1.180 等の基本文書で指定す

る規格基準を適用する事例、及びこれらと実際に適用する施設のノイ

ズレベル測定等を組み合わせてその妥当性を判断している事例があっ

た。 

○ 国内の規制要求に関する調査では、審査において、電磁的障害の対策

について事業者が適用している規格を確認しており、JIS C 60364-4-

                                                   
6 Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - 
Requirements for electromagnetic compatibility testing 
7 Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in 
Safety-Related Instrumentation and Control Systems 
8 Guidelines for Electromagnetic Compatibility Testing of Power Plant Equipment 
9 United States Military Standard 
10 米軍が調達する物資の規格を総称したもの。 
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4411、JEC 0103-2005512等が準用されているが、IEC62003 のように原子

力施設向けの基本文書的な規格は適用されていない。 

（議論） 

 JIS 及び JEC と IEC との規格内容の違いについて質問があった。報告者

より、JIS 及び JEC は電磁波対策の一部が規定されているが、IEC は、原

子力施設で想定される電磁障害に対しても体系的、網羅的に規定されて

いると回答した。 

 自然界の磁気嵐のような障害について、本調査の範囲に入っているのか

との質問があった。報告者より、段階を踏んで調査する予定であると回

答した。 

 サイバーアタックのようなものについては、本調査の対象に入っている

のかと質問があった。報告者より、現時点では入っていないが、調査の

延長線上にあるものと考えていると回答した。 

（対応） 

 本調査を継続し、EMC 対策として達成すべき具体的な水準について整理

し、技術情報検討会に報告する。また、これらの電磁的障害に係る海外の

知見、規制動向等の情報収集を踏まえ、制度改正の要否等についての検討

を行う。 

 

（２）国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

①スクリーニングと要対応技術情報の状況 

 １次スクリーニング対象案件（３５件、うち新規情報３３件、更新情報１

件、速報１件） 

 ２次スクリーニング状況（継続中：２件、進捗なし） 

 要対応技術情報の状況（継続中：２件、進捗なし） 

 

②１次スクリーニング結果報告 

 ３５件のうち２次スクリーニングへ移行したものが１件、１次スクリーニ

ングアウトが３３件、暫定評価が１件。その中から、以下の５件を報告し

た。 
i)INES2020-02「原子炉施設事象」 

（事象概要） 

 フィンランドのオルキルオト 2 号機（BWR、880 MWe、出力運転中）に

おいて発生した、主蒸気管内放射能高により格納容器が隔離され原子

炉自動停止した事象の速報である。 

                                                   
11 低圧電気設備－第４－４４部：安全保護－妨害電圧及び電磁妨害に対する保護 
12 一般社団法人電気学会電気規格調査会標準規格 低圧制御回路試験電圧標準 
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（対応） 

 運転中点検修理の作業管理に課題があると考えられ、また、国内では

当該系統を原子炉運転中に点検修理する運用は行われていないことか

ら、スクリーニングアウトとする。速報であり情報量が限られるので、

新たな情報等が得られた場合は、再スクリーニングを行う。 

 

ii)IN2020-02「フレックス設備としての非常用ディーゼル発電機の運用上

の課題」 

（事象概要） 

 米国の FLEX 設備の運用上の課題に関する運転経験を紹介する情報告

知である。 

 取り上げられた事例はいずれも重大事故対処設備である非常用ディー

ゼル発電機の品質保証に係るマネジメントの問題である。 

（対応） 

 米国では、FLEX 設備に商用グレードの機器を用い、事業者によって管

理されているが、その品質管理に課題があった。事業者の管理問題な

ので、スクリーニングアウトとする。 

 

iii)IRS8854「藻類漂着によるピッカリング原子力発電所の計画外停止」 

（事象概要） 

 前回の技術情報検討会で報告したカナダのピッカリング原子力発電所

にて、大量の藻類が取水口をふさいだため、定格運転中の４基の原子

炉が手動停止された事象である。 

 発生した藻は湖に浮くタイプの藻で、オンタリオ湖では夏に大量発生

するものである。 

（対応） 

 すでにスクリーニングアウトしたものに、情報を追加したものであり、

結果は変わらない。 
 

iv)IRS8949「AP1000 プロジェクトにおける配管サポート塗装の逸脱」 

（事象概要） 

 建設中の AP1000 の格納容器内に設置される非安全系配管サポートに

適用された塗装が不適合だったことを報告するものである。 

 是正しないと、LOCA 後の長期冷却時に剥がれ落ちた塗装材が粒子とし

て流れ、サンプストレーナの機能を阻害する可能性がある。 

 不適合発生原因は、サポート供給業者への発注仕様書に誤情報があり、

塗装材の選択を誤ったため。 
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（対応） 

 発注事業者の仕様要件の品質管理とその実践に関する問題であるもの

の、国内原子力発電所の格納容器内機器の塗装材の扱い等を調査する

ため、2 次スクリーニングへ移行する。 

 

v)IRS8961 

（事象概要） 

 定検中の原子力プラントのスプレイ消火系統の放水試験時に配管フラ

ンジから大量漏水した事例である。 

 原因は、当該配管内の水撃。根本原因は保守不全及び不良放置により、

消火系統内に空気が侵入していたためであり、点検間隔も延長してい

た。 

（対応） 

 点検・保守のマネジメント問題であることからスクリーニングアウト

とする。なお、水撃情報が更新されたらフォローする。 

 

③運転経験関連国際会議トピックス 

 運転経験に関する国際報告システム（IRS）に関する技術会合／第 27 回

WGOE 定例会合から以下の２件について報告した。 

i) 原子力発電所の放水配管の閉塞 

ii) 電磁接触器のコンポーネントの欠陥 

 

 燃料サイクル施設事象報告システム（FINAS）に関する定例会合から以下

の１件について報告した。 

i) 放射性廃棄物処理施設の金属処理施設でチタン火災 
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第４４回 技術情報検討会 議事次第 

 

1. 日時：令和３年１月２７日（水） １５：００～１７：００ 

 

2. 場所：原子力規制委員会 １３階会議室 A （TV会議システムを利用） 

 

3. 議題 

(1) 安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

1) 最新知見のスクリーニング状況 

2) 土木学会論文集掲載の論文「海底地すべりによる津波の将来想定手法の提案」に

ついて 

3) サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関する事業者からの意見

聴取結果について 

4) 電磁両立性（EMC）に係る規制動向の調査について 

（説明者）川内 英史 技術基盤グループ安全技術管理官（地震・津波担当） 

塚本 直史 技術基盤グループシステム安全研究部門主任技術研究調査官 

今瀬 正博 技術基盤グループシステム安全研究部門原子力規制専門職 

 

(2) 国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

1) スクリーニングと要対応技術情報の状況について 

2) 1次スクリーニング結果 

3) 運転経験関連国際会議トピックス 

（説明者）片岡 一芳 技術基盤グループ技術基盤課原子力規制専門職 
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4. 配布資料 

議題(1) 安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

資料４４－1－１   最新知見のスクリーニング状況（案） 

資料４４－1－２  土木学会論文集掲載の論文 「 海底地すべりによる津波の 

将来想定手法の提案」について（案） 

資料４４－1－３  サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関 

する事業者からの意見聴取結果について 

資料４４－1－４  電磁両立性（EMC）に係る規制動向の調査について（案） 

議題(2) 国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

資料４４－２－１－１ スクリーニングと要対応技術情報の状況について（案） 

資料４４－２－１－２   １次スクリーニング集計結果（案） 

資料４４－２－１－３   ２次スクリーニングの検討状況（案） 

資料４４－２－１－４ 規制対応する準備を進めている情報（要対応技術情報）リス

ト（案） 

資料４４－２－２   1次スクリーニング結果（案） 

資料４４－２－３     運転経験関連国際会議トピックス（案） 

 

参考資料  

参考資料４４－１     調査中案件の状況（案） 

参考資料４４－２ 技術基準・制度への反映に向けた進捗状況（案） 
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最新知見のスクリーニング状況の概要（案） 

令和 3年 1月 27日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 2年 9月 19日から令和 2年 12月 11日まで） 

最新知見等 

情報シート番号 
件名 

スクリーニング結果 

（対応の方向性（案）） 
資料ページ 

20 地津-(B)-0008 
確率論的破壊力学評価コード PASCAL-SP を用いた経年劣化したオーステナイトステンレス鋼

の地震フラジリティ評価の予備的な研究 
ⅵ） 1～2 

20 地津-(D)-0009 福井県の津波浸水想定の設定について ⅵ） 3～4 

20 地津-(D)-0010 土木学会論文集掲載の論文「海底地すべりによる津波の将来想定手法の提案」について ⅲ） 5～7 

対応の方向性（案）：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討

会に情報提供･共有する。ⅳ）情報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全

研究企画プロセスに反映する。 ⅵ）終了案件とする。 
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Text Box
<技術情報検討会資料>技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。



 

対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

1 

最新知見のスクリーニング状況（案） 

令和 3年 1月 27日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 2年 9月 19日から令和 2年 12月 11日まで） 

最新知見

等情報シ

ート番号 

件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

20 地津-

(B)-0008 

確率論的

破壊力学

評価コー

ド

PASCAL-

SP を用い

た経年劣

化したオ

ーステナ

イトステン

レス鋼の

地震フ ラ

ジリティ評

価の予備

的な研究 

安全研究プロジェクト「5. 地震・津波及びその他の

外部事象等に係る施設・設備のフラジリティ評価に

関する研究」のうち、「地震に対するフラジリティ評価

手法の検討」の成果の一部 

 

発表日：2021年 7月（予定） 

投稿先：ASME 2021 Pressure Vessels and Piping 

Conference(投稿中) 

論文名：Pilot study on seismic fragility evaluation 

for degraded austenitic stainless steel piping using 

probabilistic fracture mechanics code PASCAL-

SP 

著者：東 喜三郎ほか 

 

定期検査等の維持管理の効果を確認するため、

代表的な劣化モードの一つとして、沸騰水型軽水炉

（BWR）のオーステナイト系ステンレス鋼配管の溶接

熱影響部に発生する応力腐食割れ（SCC）を対象

に、維持管理の有無によるフラジリティ評価結果の

変化を比較した。 

本研究では仮想亀裂を導入した配管溶接熱影響

部に対し、維持規格で定める評価手順に従って、亀

裂進展及び破壊評価を行った。各パラメータの設定

には、規格基準類及び既往の確率分布モデルを参

照した。解析条件は以下の通りである。 

－評価期間：仮想亀裂導入時点から 20年間 

2020/10/14 ⅵ） 

・ 当該情報は、BWR のオース

テナイト系ステンレス鋼配管

の溶接熱影響部に発生する

SCC を対象に、適切な維持

管理を行うことで、経年配管

の損傷確率が、運転年数に

よらず十分に小さいことを確

認したものである。 

・ 実用発電用原子炉の安全

性向上評価に関する運用ガ

イド（原規技発第 1311273

号）の参考資料１によれば、

確率論的リスク評価（PRA）

実施手法の一例として、地

震等の外部事象PRAのフラ

ジリティ評価において、「経

年劣化が既にある設備の現

実的耐力評価においては、

減肉及び亀裂進展等の経

年劣化モードを考慮する」こ

とが示されている。 

・ また、亀裂進展等の経年劣

化モードが発生した場合

は、亀裂解釈で規定される

維持管理及び評価を行うこ

とで、基準地震動を想定し
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

2 

最新知見

等情報シ

ート番号 

件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

－機械荷重：内圧及び溶接残留応力 

－地震荷重：地震動による配管応答の確率分布

モデル 

－初期亀裂：亀裂深さ（肉厚の約 25%）の亀裂 

－亀裂進展速度：既往の SCC 及び疲労亀裂進展

の確率分布モデル 

－検査モデル：5 年毎に全数を非破壊検査し、亀

裂の検出が判定された場合には取替え（検査

精度には既往の確率分布モデルを反映） 

－応力緩和：評価開始 10 年時点で、溶接残留応

力分布を改善 

 

評価の結果、SCC による亀裂進展は配管溶接熱

影響部の損傷確率に影響する可能性がある一方

で、「実用発電用原子炉及びその附属施設における

破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈（以下、

亀裂解釈という）」で規定される 5年以内の頻度の定

期検査を行うことで、SCC の影響は十分に低減する

ことができることを確認した。また、基準地震動で想

定される応力の範囲では、5 年毎の非破壊検査及び

10 年目に応力緩和策を行うことで、経年配管の損傷

確率が、運転年数によらず十分に小さいことを確認

した。 

また、基準地震動を超える地震荷重を与えた場合

でも、上述の維持管理を行うことで、亀裂進展の影

響は十分に低減され、20 年経過後も評価開始時点

と同程度の損傷確率になることを確認した。 

 

た構造健全性の確認が行

われる。 

・ 当該情報により、亀裂解釈

で規定される維持管理の方

法の妥当性を確認できたこ

とから、規則などに反映す

べき事項はない。 

・ 以上により、終了案件とす

る。 
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

3 

最新知見

等情報シ

ート番号 
件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

20 地津-

(D)-0009 

福井県の

津波浸水

想定の設

定につい

て 

発表日：令和 2年 10月 30日 

情報元：福井県 

表題：津波浸水想定について 

著者：福井県（砂防防災課） 

 

福井県は平成 24年 9月に公表した津波浸水想定

（以下「H24 独自想定」という。）を見直し、令和 2 年

10 月に最大クラスの津波を想定した津波浸水想定

図を作成し、公表した（以下「今回の想定」という。）。 

今回の想定に当たっては、「日本海における大規模

地震に関する調査検討会（国土交通省・内閣府・文

部科学省）」（以下「日本海検討会」という。）が平成

26 年 9 月に示した日本海側統一の津波断層モデル
1）と計算手法 2）を用いている。 

福井県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定

される津波断層モデルの選定に当たっては、①過去

に福井県沿岸に襲来した津波として津波高に係る信

頼度の高い痕跡記録が確認できた「日本海中部地

震」津波と、②日本海検討会が示した津波発生の要

因となる大規模地震の津波断層モデル 1）のうち福井

県に影響が大きいとして選定された津波断層モデル

の中から、学識者のアドバイスも踏まえて選定したと

のことである。 

今回の想定と H24 独自想定では、津波断層モデ

ルの選定や断層パラメータの設定条件、解析方法等

に違いがあるが、参考までに結果を比較すると、今

回の想定は H24 独自想定での津波浸水想定と比べ

て設定した津波断層モデルの地震規模が小さくなっ

たこと等により、全海岸線での最大津波高の平均は

2020/11/16 ⅵ） 

・ 当該情報は、福井県が津波

防災地域づくりを実施する

ための基礎となるものとし

て、日本海検討会が示した

日本海側統一の津波断層

モデルと計算手法を用い

て、福井県沿岸にもたらす

最大クラスの津波を想定し、

津波浸水想定図を示したも

のである。 

・ 基準地震動及び基準津波

の審査ガイド 3）4）では、基準

地震動及び基準津波の策

定に当たって、海域の活断

層による地殻内地震の発生

要因及び波源設定を考慮す

ることとしている。当該情報

で対象となっている日本海

側の地震は、両審査ガイド

で示されているこれらの地

震の発生要因に該当してい

る。 

・ よって、当該情報は、津波

の発生要因の選定に関する

情報並びに津波の波源設

定に関する情報であり、上

記審査ガイドにおいて基準

津波の策定で考慮される事

項として既に記載されてい
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

4 

最新知見

等情報シ

ート番号 
件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

0.5m 低下し、浸水面積は約 46％縮小したとのことで

ある。 

浸水計算の結果から、福井県沿岸の原子力発電

所の重要施設付近での浸水は、確認されなかった。 

 

1）国土交通省・内閣府・文部科学省：日本海におけ

る大規模地震に関する調査報告書，平成 26 年． 

2）国土交通省・国土技術政策総合研究所：津波浸

水想定の設定の手引き Ver.2.10，令和元年 

     

   

      

ることから審査ガイドに反映

する事項はない。 

・ 福井県が今回の想定で取り

入れた日本海検討会の津

波断層モデルに関する情報

は、既に若狭地域の原子力

施設の規制基準適合性審

査に取り入れられており、新

たな情報はない。   

・ 以上により、終了案件とす

る。 

 

3）基準地震動及び耐震設計

方針に係る審査ガイド 

4）基準津波及び耐津波設計

方針に係る審査ガイド 
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

5 

最新知見

等情報シ

ート番号 
件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

20 地津-

(D)-0010 

土木学会

論文集掲

載の論文

「 海 底 地

すべりに

よる津波

の将来想

定手法の

提案」につ

いて 

公開日：令和 2年 11月 4日 

情報元：土木学会論文集 B2（海岸工学） 

表題：海底地すべりによる津波の将来想定手法の

提案 

著者：金戸俊道（東京電力ホールディングス株式

会社）ら 

 

著者らは、「原子力発電所における海底地すべり

による津波評価は、過去の海底地すべりの痕跡を復

元することで評価を行っている。一方、将来発生し得

る海底地すべりによる津波は、既往地すべりサイト

以外の不安定斜面で発生する地すべりも評価対象

とすべきである。」とした上で、柏崎刈羽原子力発電

所の半径 100kmの範囲をモデルとして、海底地すべ

り津波の将来想定を行う手法を提案している。手順

は大きく「ポテンシャルサイトの決定」及び「ポテンシ

ャルサイトにおける津波数値シミュレーション（詳細

解析）」の 2つに分けられ、以下に示す。 

 

【ポテンシャルサイトの決定】 

(a) 発電所から半径約 100km の海域を評価対象領

域として当該領域を 20km×20km のエリアに分割 

(b) 各エリアの海底地形情報に基づき想定される海

底地すべり形状を設定 （柏崎周辺にける地すべり

斜面長と幅の関係や、既往研究による地すべり長

さ・面積・堆積・厚さの関係を利用） 

(c) 地すべり形状から Watts et al.に基づいた海底地

すべりによる津波の初期水位の算定 

(d) 単位波源による津波数値シミュレーションによる

2020/12/11 ⅲ） 

・ 当該情報は、海底地すべ

りによる津波波源の設定

に際し、過去の海底地す

べりの痕跡箇所以外で波

源を設定する手法の提案

である。 

・ 基準津波の審査ガイド 2）で

は、基準津波の策定に当

たって、津波の発生要因

の選定として海底地すべり

を検討事象とすることとし

ている。 

・ よって、当該情報は、津波

の発生要因の選定に関す

る情報であり、上記審査ガ

イドにおいて基準津波の

策定で考慮される事項とし

て既に記載されていること

から審査ガイドに反映する

事項はない。 

・ 本提案手法による解析の

結果、柏崎刈羽原子力発

電所における津波水位は

従来の地すべり痕（LS-2）

による評価をやや上回っ

た。 

・ 以上により、技術情報検

討会に情報提供・共有す

る。 

ⅲ） 

・ 当該情報は、海底

地すべりによる津

波波源の設定に

際し、過去の海底

地すべりの痕跡

箇所以外で波源

を設定する手法の

提案である。 

・ 基準津波の審査

ガイド 2）では、基

準津波の策定に

当たって、津波の

発生要因の選定

として海底地すべ

りを検討事象とす

ることとしている。 

・ よって、当該情報

は、津波の発生要

因の選定に関す

る情報であり、上

記審査ガイドにお

いて基準津波の

策定で考慮される

事項として既に記

載されていること

から審査ガイドに

反映する事項は

ない。 

・ 本提案手法による
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

6 

最新知見

等情報シ

ート番号 
件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

発電所までの津波の増幅特性の計算 

(e) 初期水位と津波の増幅特性を乗じ、発電所への

影響度を評価 

 

【ポテンシャルサイトにおける津波数値シミュレーショ

ン（詳細解析）】 

(f) 全エリアにおいて (e)で得られる Slide 型及び

Slump 型のそれぞれの最大値を基準として、各エリ

アの Slide 型及び Slump 型の最大値との比をとっ

て、一定以上の比率になったエリアを詳細検討エリ

アとして抽出 

(g) 抽出エリアごとに地質構造、地盤物性値等を考

慮し、3 次元すべり安定解析を実施し、すべり面を

抽出 

(h) 2 層流モデルによる津波数値シミュレーションの

実施 

 

提案手法による解析の結果、柏崎刈羽原子力発

電所における津波水位（図からの読み取り）は、提案

手法で約 5m、従来手法で約 4.5m となり、従来の地

すべり痕※による評価をやや上回る結果となった。 

 

※従来の地すべり痕のパラメータは、論文中に発電

所から距離約 30km、厚さ 130m、面積 33.5km2、体

積 2.2km3と示されている。このパラメータは、審査

会合資料 1)において、取水口前面水位上昇側最

大ケースとして選定された海底地すべり「LS-2」の

パラメータと一致する。加えて、従来の地すべり痕

による津波水位の時刻歴波形が論文中の図に示

 

2） 基準津波及び耐津波設

計方針に係るガイド 

解析の結果、柏崎

刈羽原子力発電

所における津波

水位は従来の地

すべり痕（LS-2）

による評価をやや

上回った。 

・ 以上により、技術

情報検討会に情

報提供・共有す

る。また、海底地

すべりの知見につ

いて引き続き情報

収集を行う。 
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対応の方向性：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情

報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ） 終了案件とする。 

7 

最新知見

等情報シ

ート番号 
件名 情報の概要 受理日 

1次スクリーニング 2次スクリーニング 

対応

の方

向性 

理由 

対応

の方

向性 

理由 
対応

方針 

されており、これは審査会合資料 1)の「LS-2」を波

源とした場合の 1 号炉取水口前面の水位の時刻

歴波形と同じと考えられる。 

 

1) 第 404 回原子力発電所の新規制基準適合性に

係る審査会合 資料４ー４ｰ１ 
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1 

 

土木学会論文集掲載の論文「海底地すべりによる津波の将来想定手法の提

案」について（案） 

 

 

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ７ 日 

技術基盤グループ地震･津波研究部門 

原子力規制部地震・津波審査部門 

 

 

１． 背景 

設置許可基準規則1第５条（津波による損傷の防止）は「設計基準対象施設

は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波（以下「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがな

いものでなければならない。」とし、その解釈別記３第５条第２項において、

津波を発生させる要因として海底地すべりを考慮することを求めている。 

審査においては、基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（以下「津

波審査ガイド」という。）に基づき、事業者が海底地すべりによる津波評価を

実施していることを確認しており、海底地すべりによる津波評価には、過去の

海底地すべりの痕跡を復元する方法が用いられている。 

令和 2 年 11 月公表の土木学会論文集 B2(海岸工学)において、海底地すべり

による津波評価に関し、過去の海底地すべりの痕跡を復元する方法と異なる

方法が提案され、柏崎刈羽原子力発電所における海底地すべりによる津波評

価を２つの方法で行った場合の比較が報告された。 

 

２． 本論文の内容と得られた新知見 

金戸2らは、土木学会論文集 B2(海岸工学)「海底地すべりによる津波の将来

想定手法の提案」（以下「本論文」という。）において、「原子力発電所におけ

る海底地すべりによる津波評価は、過去の海底地すべり（以下「既往地すべり」

という。）の痕跡を復元することで評価を行っている（以下「従来手法」とい

う。）。一方、将来発生し得る海底地すべりによる津波は、既往地すべりサイト

以外の不安定斜面で発生する地すべり（以下「初生地すべり」という。）も評

価対象とすべきである。」と述べた上で、柏崎刈羽原子力発電所の半径 100km

の範囲において、海底地すべりパラメータの経験モデルを用いて、海底地すべ

りによる津波の発電所への影響が大きなエリアを特定し、3 次元地盤安定解析

と 2 層流モデルによる津波評価を行う手法（以下「提案手法」という。）を提

案した。 

                                                
1 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
2 東京電力ホールディングス株式会社 
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2 

 

柏崎刈羽原子力発電所における津波水位3は、提案手法による初生地すべり

を対象とした解析の結果約 5m となり、従来手法による既往地すべり※を対象

とした解析の結果約 4.5m に比べやや上回る結果となった。なお、同発電所の

基準津波は、海底地すべりと地震による津波とを位相差を考慮した上で組み

合わせて設定されており、地震のみによる津波に対して概ね 0.3m 程度高くな

る結果となるが、既に設計工事計画を認可した 7 号機の入力津波は許容津波

高さに対して余裕があることから、施設の安全性に直ちに影響を与えるもの

ではない。 

 

※従来の地すべり痕のパラメータは、論文中に発電所から距離約 30km、厚

さ 130m、面積 33.5km2、体積 2.2km3 と示されている。このパラメータは、

審査会合資料4において、取水口前面水位上昇側最大ケースとして選定さ

れた海底地すべり「LS-2」のパラメータと一致する。加えて、従来の地す

べり痕による津波水位の時刻歴波形が論文中の図に示されており、これは

同審査会合資料の「LS-2」を波源とした場合の 1 号炉取水口前面の水位の

時刻歴波形と同じと考えられる。 

 

 

 
 

                                                
3 本論文中の図からの読み取り値 
4 第 404 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 資料４ー４ｰ１ 

図 提案手法と従来手法による津波水位の比較 

転載元：金戸俊道、山本和哉、木場正信、木村達人、西愛歩、

渡部靖憲：海底地すべりによる津波の将来想定手法の提案、土

木学会論文集 B2(海岸工学)、Vol.76、No.2、I_349-I_354. 
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3 

 

なお、確率論的なアプローチになるが、初生地すべりを対象とした津波ハザ

ード評価の研究例として、Grilli ら5や、鴫原・Horrillo6、佐藤・杉野7があげ

られる。Grilli ら 5は、アメリカ東海岸の大陸斜面を対象として、あらかじめ

設定した斜面断面について、既往の調査結果から得られている海底表層の物

性値や地すべり斜面長等のパラメータを統計的に整理して、モンテカルロシ

ミュレーションを用いた斜面安定解析による地すべりのハザード評価を実施

し、抽出した地すべり形状より初期水位分布を求め、対象地域の 100 年確率及

び 500 年確率の津波高を推定する津波のハザード評価を行った。鴫原・

Horrillo6は、メキシコ湾沿岸に設定した 2 つの斜面断面について、断面上の

掘削データから得られた深度と物性値の散布図より平均的な傾向を表す回帰

式を算定した。そして、Grilli ら 5の手法を踏襲し、この回帰式による物性値

を用いて斜面安定解析による地すべりのハザード評価を実施し、この結果を

踏まえ同沿岸の津波ハザードを評価した。また、佐藤・杉野 7は、海底地すべ

り起因津波の確率論的ハザード評価手法の整備の一環として、地盤物性値（せ

ん断強さ等）の深度に応じたばらつき及び平面的な地すべり発生位置や移動

方向を考慮し、確率論的手法を用いた海底地すべり危険度判定手法を構築し

た。また、モデル地形を対象に海底地すべり危険度マップを試作し、手法の適

用性を確認した。 

本論文は、既往の研究論文で確率論的に取り扱われてきた初生地すべりの

評価に関し、決定論的手法として提案したものである8。計算条件の設定には、

幾つか経験的な方法（例えば、地すべり斜面長と幅の関係式の設定、想定する

地すべりの面積の上限値の設定、発電所の地層区分と海域の地層区分を対比

しての地盤物性値の設定）を組み合わせており、初生地すべりを決定論的に評

価するための工夫がみられる。 

 

3. 規制対応案 

本論文は、海底地すべりによる津波波源の設定に際し、既往地すべり以外の

地すべりを用いて波源を設定する手法の提案及び適用例を示すものである。

設置許可基準規則の解釈において、津波を発生させる要因として海底での地

すべりを考慮するよう既に求め、津波審査ガイドに基づいて確認しているこ

                                                
5 Grilli, S. T., Taylor, O. D. S., Baxter, C. D. P., Maretzki, S., : A 

probabilistic approach for determining submarine landslide tsunami hazard along 

the upper east coast of the United States, Marine Geology, 264, pp. 74-97, 2009. 
6 鴫原良典，Horrillo Juan：確率論的手法を用いた海底地すべり津波波源の推定―メキシ

コ湾への適用―，土木学会論文集 B2（海岸工学），Vol. 70，No.2，2014，I_281-I_285. 
7 佐藤太一，杉野英治：確率論的手法を用いた海底地すべり危険度判定手法の構築、日本地

震工学会論文集、Vol.19，No.6，2019，p.283-295． 
8 土木学会論文集 B2(海岸工学)に掲載された本論文は、3 名の専門家による査読を受けたも

のである。 
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とから、本知見により設置許可基準規則の解釈及び津波審査ガイドを変更す

る必要はない。 

新規制基準適合性審査では、従来の手法が用いられている。従来手法では、

海底地すべりが経験的にほぼ同じ場所で繰り返す特徴を踏まえており、過去

の痕跡を復元した上で、同時すべりの想定やパラメータ設定において不確か

さを考慮しており、信頼性のある確立された手法である。一方、本論文の提案

手法は、発生頻度が低く、発生場所を特定できない不確かさの大きい初生地す

べりを取り入れようとする新たな試みである。 

また、従来手法は詳細なデータが入手可能な海底地形データを基に評価を

行うことができるが、提案手法ではそれに加え、３次元の地盤安定性解析を行

うための詳細な海底地質データ等が必要になるという側面もあり、本論文の

評価対象地域以外でそのような情報・データが入手可能かどうかは定かでは

ない。 

以上のことから、本論文の提案手法については、事業者の自主的な取り組み

である安全性向上評価の中で取り扱うのが適当であると考える。 
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1 
 

 

サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関する 

事業者からの意見聴取結果について 

 

令和３年１月２７日 

技 術 基 盤 課 

システム安全研究部門 

 

１. 概要 

令和２年８月１９日に開催された第４２回技術情報検討会において、サンプスク

リーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関する知見（以下「本知見」という。）

について報告1し、本知見の「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ

過装置の性能評価等について（内規）」への反映について、国内外の情報収集を継続

し、検討することとなった。 

その後、令和２年１０月２８日の原子力規制委員会において、本知見に加え、海

外で発生した非常用炉心冷却設備等に係るろ過装置の閉塞現象とその後明らかに

なった課題に関し国内外で行われた一連の対応についてもとりまとめて報告し、事

業者からの意見聴取の結果を踏まえ、今後の対応を検討することが了承された2。 

これを受け、令和２年１２月７日に事業者意見を聴取する会合3を開催し、事業者

から対応状況等を聴取したので、その結果を報告する。 

 

２. 事業者からの聴取の結果 

事業者の検討状況について、別紙１及び２により説明を受けた。主な説明は以下

の通り。 

（１）PWR 事業者4の検討状況 

○ 米国と同様の炉心長期冷却のシナリオを想定し、検討を行っている（化学デ

ブリの析出前後に分けて評価）。 

○ 原子炉圧力容器内熱流動解析を実施し、炉心入口流路の大半が閉塞（99.5%

相当）しても炉心長期冷却が可能であることを確認した。 

○ 実機を模擬したデブリ投入試験による検証を実施しており、燃料集合体２体

を用いた流動試験により、炉心冷却について成立の見込みを得た。 

                                                   
1サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関する米国の対応状況及びこれを踏まえた

国内の対応について（第４２回技術情報検討会資料４２－１－２） 
2 非常用炉心冷却設備等に係るろ過装置の閉塞現象及びその後明らかになった課題への対応について

（第３５回原子力規制委員会資料６） 
3第１４回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合 
4 関西電力株式会社、北海道電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子力発電

株式会社、三菱重工業株式会社 
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○ 今後、基礎試験の拡充や、バッフルバレルを模擬した流動試験等を行い、炉

心長期冷却のシナリオ成立を確認していく。 

○ 検討結果は、2022 年度を目処にとりまとめる予定である。 

 

（２）BWR 事業者5の検討状況 

○ 全プラントで再稼働までに繊維質保温材を撤去する。 

○ 引き続き格納容器内清掃等により異物発生防止に努める。 

 

（３）進捗状況の報告 

○ 事業者が主体となって、検討状況を公開会合等において説明する。 

○ BWR 事業者については、再稼働までに繊維質保温材を撤去することから、プ

ラント毎に工事計画認可申請において対応状況を説明する。 

 

３．主な質疑応答 

３．１ PWR 事業者の検討内容に関するもの 

（１）炉心長期冷却について 

① 炉心長期冷却が成立する要件 

○ 原子力規制庁出席者（以下「NRA」という。）から、デブリ投入試験において

炉心差圧が 20 kPa 未満をクライテリアとすること、解析による検討におい

て長期冷却が可能との説明があるが、炉心長期冷却が成立する要件をどのよ

うに考えているか質問した。 

○ PWR 事業者から、炉心差圧が 20 kPa 未満であれば炉内で蒸散される分の水

が供給され、炉心の冠水状態が維持され温度上昇しないため長期冷却可能と

判断している。仮に燃料が露出しても、燃料被覆管温度が 1200℃まではも

つという基準を設けている。これはクエンチインテグラル試験6に基づくも

のとの説明があった。 

② 炉心長期冷却が成立する判断基準について 

○ NRA から、燃料被覆管温度が 1200℃までもつとの説明だが、米国では燃料被

覆管温度 800F（≒427℃）までとしている。また、米国では温度の他にホウ

酸の析出や燃料棒表面の化学生成物の付着も要件となっている。要件が異な

る理由について質問した。 

○ PWR 事業者から、米国の 800F は腐食加速が進む温度で、長期間その温度が

維持された条件として設定されている。PWR 事業者は、ECCS の炉心冷却と同

様に燃料被覆管のクエンチインテグラル試験を実施し 1200℃と設定してい

                                                   
5 東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、

中国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源開発株式会社 
6 LOCA 時の被覆管高温酸化及び再冠水時に被覆管に生じる熱応力を模擬した試験 
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る。ホウ酸析出の試験は実施していないが、今後解析などでその影響は検討

していくとの説明があった。 

 ③ 炉心長期冷却に関する課題認識について 

○ NRA から、LOCA 後の炉心の長期冷却に対して、サンプスクリーン又はストレ

ーナの閉塞以外に、燃料の健全性に関して課題だと考えていることはあるか

質問した。 

○ PWR 事業者、BWR 事業者いずれも、現段階では他に課題はないとの認識を示

した。 

（２）低温側配管破断を想定した試験条件について 

○ NRA から、低温側配管破断を想定した試験条件としている理由について質問

した。 

○ PWR 事業者から、高温側配管破断において再循環運転直後に炉心入口が閉塞

したとしても、バッフルバレル流路の水位が高いため水が即座に供給される

ため、炉心の冷却が可能であることを解析により確認した。低温側配管破断

ではバッフルバレル流路の水位が低く炉心への水の供給に時間を要して冷却

できない恐れがあるため、試験で確認することとしたとの説明があった。 

（３）化学デブリの影響について 

○ NRA から、化学デブリとして想定する物質と析出時間を事故後 80 分（再循

環開始後 60 分）としている理由について質問した。 

○ PWR 事業者から、物質としてはオキシ水酸化アルミニウム等を、析出時間

は、炉心入口部の水温がオキシ水酸化アルミニウム等の化学デブリが析出し

得る 80℃以下となる時間を評価して設定したとの説明があった。 

（４）繊維質保温材の撤去の可能性について 

○ NRA から、国内 PWR プラントにおいて、繊維質保温材の撤去は考えているか

質問した。 

○ PWR 事業者から、繊維質保温材の撤去が必要かについては、試験の結果を踏

まえて最終的に判断をしたい。ここまでの試験結果からは、現状の状況でも

問題はなく、撤去する可能性は低いと考えているとの説明があった。 

 

３．２ BWR 事業者の検討内容に関するもの 

（１）繊維質保温材の撤去について 

 ① 下流側影響を考慮したリスク評価を不要としたことについて 

○ NRA から、繊維質保温材の取替と清掃の徹底等により繊維質の異物が発生し

なくなるので、下流側影響は安全上問題ないという認識か。また、米国では
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下流側影響を考慮したリスク評価を行っているが、繊維がなければ閉塞しな

いので、米国のような評価は不要ということか質問した。 

○ BWR 事業者から、そのとおりであり、格納容器内の清掃、繊維質保温材の撤

去を進めている。リスク評価は、以前にストレーナ閉塞の検討の際に実施し

たが、当時に比べてストレーナの大型化や繊維除去などの対応がなされてお

り、リスク増分がなく、評価は不要との説明があった。 

 ② 繊維以外の物質の影響について 

○ NRA から、PWR 事業者の試験で考慮している塗料片や潜在粒子、化学物質の

影響についてどのように考えるのかについて質問した。 

○ BWR 事業者から、ストレーナ閉塞に関する実験の結果からすると、繊維質保

温材がないので、閉塞しないと考えるとの説明があった。 

 

４．今後の進め方 

○ PWR 事業者の対応状況については、2022 年を目処に検討結果をとりまとめる

としていることから、検討状況に合わせて公開で説明を受けることとしたい。 

○ BWR 事業者が実施する繊維質保温材から金属保温材等への変更については、

引き続き、新規制基準適合性に係る設計及び工事の計画の審査において確認

していく。 

○ また、BWR 事業者は、サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影

響に関する試験等を実施する予定はないとのことである。以前にストレーナ

閉塞の検討の際にリスク評価を実施し、当時に比べてストレーナの大型化や

繊維除去などの対応がなされており、リスク増分がなく評価は不要としてい

ることの技術的妥当性については、公開で説明を受けることとしたい。 
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